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はじめに

玉川上水は、承応 3（1654）年に完成して以来、江戸・東京市中へ上水を給水するための施設とし

て重要な役割を果たしてきました。現在も、上流部（羽村取水堰
ぜき

から小平監視所までの約 11 キロメー

トルの区間）は、東村山浄水場及び小作浄水場に水道原水を導水する施設として都民生活を支えていま

す。

小平監視所から下流は導水路としての機能を失ったものの、中流部（小平監視所から杉並区の浅間橋

までの約 18 キロメートルの区間）は、清流復活事業1によって下水の高度処理水が通水され、また、

中流部沿いには江戸時代から花見の名所となっていた名勝「小金井（サクラ）」のヤマザクラ並木があ

り、多くの人々に親しまれる憩いの場となっています。

平成 15 年８月、こうした玉川上水の開渠
きょ

区間約３０キロメートルが、江戸・東京の発展を支えた歴

史的価値を有する土木施設・遺構として国の史跡に指定されました。

東京都水道局は、これを受けて平成 19 年 3 月、「史跡玉川上水保存管理計画」（以下「保存管理計画」

という。）を策定し、貴重な土木施設・遺構を適切に保存して後世に継承していくための指針を取りま

とめています。

この「史跡玉川上水整備活用計画」は、「保存管理計画」で示された指針に基づいて、水路の保全や

ヤマザクラ並木の復活、史跡を積極的に公開するための施策等について、今後の具体的施策をまとめた

ものです。

計画を具体的に策定するに当たり、水道局では、玉川上水の現況を詳細に調査するとともに、学識経

験者等５人の委員の方々からなる外部委員会を設置し、平成 21 年３月に「玉川上水整備活用計画策定

についての提言」を受けました。

本計画は、この提言やインターネットによる意見募集、地元説明会等での御意見を踏まえて、策定し

たものです。

今後とも関係機関と連携しながら、史跡・名勝の価値と保存の必要性が広く理解され、玉川上水が東

京における貴重な水と緑の空間として次の世代へと適切に引き継がれるよう、本計画に基づく各種施策

を実施してまいります。

1 昭和６１（１９８６）年から東京都が玉川上水に清流を復活させるために実施している事業で、多摩川上流水再生セ

ンターの高度処理水が玉川上水中流部に放水されています。


